
都道府県健康増進計画の・改訂における   

地域t職域連携推進協議会の役割  

厚生労働省健康局総務課  

生活習慣病対策室長補佐  

森 田 博 通   



都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）  

＜はじめに＞   

○ 生活習慣病対策を充実強化していくため、厚生科学書法会地域保健健康増進栄養部会に  
おいて平成16年10月より書落を開始し、平成17年9月15日に、「今後の生活習馳  
推進について（中間とりまとめ）Iがとりまとめられた。   
この中で、メタポリッウシンドロームの概念を導入し、健康づくりの国民運動化と網羅的・休系  

的な保健サービスの推進により、生活習慣病対策を総合的に推進していくため、医療保険者に  
よる保健事業への取組を強化するとともに、都道府県が総合調整性能を発揮すべく、都道府県  
健康増進計画の内容充実の必要性が指摘されたところである。   

0 その後、平成17年10月19日に公表した厘慮到底後進改革厚生労働省鞋実において、生活  
習慣病予防のための本格的な取組として、上記の中間とりまとめを踏まえ、   
①糖尿病・高血圧症・高脂血症の予防に着目した健診及び保健指導の充実   
②都道府県、市町村による国民の生活習慣改善に向けた普及啓発等の充実   
③健やか生活習慣国民運動推進会護（仮称）の設置   

を盛り込んだところである。  
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○さらに、政府・与党医療改革協護会において、12月1日にとりまとめられた「医療制庶政重大姻十  
では、「零心・信操の医療の確保と予防の重視」として、今後は、「治療重点の医療からこ疾病の  
予防を重視した保健医療体系へと転換を図るjこととし、特に、生活習慣病の予防は、国民の健康  
の確保の上で重要であるのみならず、治療に要する医療の減少にも資することとなることから、  
・国民運動の展開として、糖尿病、高血圧症、高脂血症といった生活習慣病の予防を国民運動   
として展開し、運動習慎や、「食育jの推進を含め、／くランスのとれた食生活の定着を図ること、  

・生活習慣病予防のための取組体制として、都道府県の健康増進計画の内容を充奏し、運動、   
食生活、喫煙等に関する目標を設定し、国民の生活習慣改善に向けた普及啓発を積極的に進   
めること、また、健診・保健指導実施率等の自標を設定し、その達成に向けた取組を促進すること、  

・生活晋慎病の予防についての保険者の役割を明確化し、被保険者・被扶養者に対する効果的・   
効率的な健診・保健指導を義務づけるなど、本格的な取組を展開すること   

などが位置付けられたところである。   

○ 医療制度改革大綱に基づき、本年2月に医療刺青故量闇違法塞 が提出され、6月14日に可決   
成立、21日に公布されたところであり、医療保険者による糖尿病等の予防に着目した健診・保健   
指導の実施や、国及び都道府県の医療費適正化計画の策定等については、平成20年度の施行   
とされているところである。   

○ 本ガイドライン（暫定版）は、こうした状況を踏まえ、平成18年度の各都道府県における健康増進   
計画の改定作業に資するよう、いくつかの都道府県（北海道、千葉県、東京都、富山県、兵庫県、   
高知県、福岡県、鹿児島県）に参画いただいた勉強会において御意見をうかがいながら、現時点に   
おいて、基本的な考え方や進め方等をまとめたものである。   
今後、いくつかの都道府県における準備事業の結果などを踏まえ、更に内容を吟味し、平成  

18年度中に確定版のガイドラインを策定する予定である。  
2  
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1．目標項目の設定とその達成に向けた施策の整理  

○国は、「健康日本2j」の代表目標項目等を勘案し、内臓脂肪型肥満に着目した  
糖尿病等の発症予防・重症化予防の流れに対応した指標を中心に、最低限、すべて  
の都道府県の健康増進計画に位置付ける目標項目を提示する。（医療費適正化に  
資するものは医療費適正化計画にも位置付ける。）   
→19年虔における計画改定の考え方等については、19ページ参照．   

0 各都道府県は、国が提示する項目に加え、地域の実情に応じ、 
を追加し、都道府県健康増進計画に位置付ける目標項目を設定する。また、設定   
した各目標の達成のために必要な施策の整理を行う。  

〔施策例〕  
・医療保険者の特定健康診査等実施計画に基づく健診・保健指導の推進  
市町村によるがん検診の推進  
・地域・職域における、食事バランスガイド、エクササイズガイド（仮称）、  

禁煙支援マニュアル等の活用方策  

等  
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内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病の  

発症予防・重症化予防の流れに対応した指標  
0臨肪エネルギ⊥比  

0野菜抜取圭  
○日常主君における歩数  
0運動管債のあるものの割合  

○睡眠による休養不足者の割合  

0内陣防空肥満lこ著月した生者菅腹痛 ●虚血性心疾患受應犀  ●丘血性心疾患死亡率  
の有病者・予備群数  
・肥濃度測定総臭（腹囲、BMI）  

●鎚血管疾患受鍍串  ●駐血管疾患死亡率  

・血圧測定結果  ●糖尿病による視覚障菩発症率  ●平均自立剛   

・脂質検査持果仲性脂肪、HDL－・てなど）●能夙尉＝よる人工透析新規導入率  

等・血糖・Hb人IG検査饉集  

【重症化・合併症】【生活機能の低下・  
要介護状態・死亡】  

不適切な生活習慣】【境界領域期】【生活習慣病の発症】  

・心疾患  
（心筋梗塞、狭心症等）  

・脳血管疾患 （噴出血 

、ぷ梗ま等〉  

・腎障害（人工透析）  

・視覚障害（択腹症）   

・不適切な食生活  

・運動不足  

・ストレス過剰  

・飲酒  

・喫煙   など  

・半身の麻痺  

・日常生活にお  
ける支障・  

・認知症  

・死亡  

など  

・受療促進  
・適切な治療と生活  
晋慌【食事・運動等ラ  

の改善指導  

保健指饉  

（発症予防の取組）  
・生活習慣r食事・運動  

等．】の改善指導  
健康づくりに関する  
普及・啓発  

○メタホリックシンドロー ○健診受診率 ○保健指導実施串  ○医療抜間受診串  6  

ムの粗食の浸透麿  

1之■絵挫  データソース  

ナウトカム  適切な生活榊  初速尉集吐露・朱美匹暮  
を有する嘔  料道府県鯉飯・覚f飼董  

朝食欠食畢  中道病魚唖・栄養随  
白鷺生活l＝おける歩数  血道府t世犀・覚壬調鷹  

日墳の生活  
習tl  雲勘甘匝わあも書の糾合  ¢1府最唖・朱美伊暮  

畦厳に上る休辛が不足している書の間合  ♯逓肝黒地鑑・朱美明董  
喫煙ナる書の割合  ヰ連府黒鍵鑑・果婁世  
蓼1飲芳書の割合  卿道阿舞虻頒・繁養閉董  

プロセス  言及  
知嵐   

アウトカム  
謹要 ∴1き  

・ぜ・ごリチ   
琵      抑  も道膚黒地庶・薫重視暮   挺捨子一夕                 警  拶    抑  

－・，11・  ♯遭府舞嘩 
さ‘ 十 弦  

墳界餞岐期・  十  
事病れ  盗    糊叢  都道屑雇劇爛・栄簑調査   比鯵デ・・う  

メタポリックシンドローム【内鈴鹿鵬症換詳）新規法皇曹の  世怜子ー・タ  
璧  

但鯵データ  
塾尾長発症著の経度致                鳥血圧丘乗症者の姥ま 

r 

挺鯵デー一夕  
．  

＝■■  

世捨子－－タ  

プロセス      隠ざ    纏導蛎幣籠云毒さ      I長音■    都連府焦位康・美章彷壬   鍵鯵デーウ  

鞘鞠礫姫補糖量軒喝滞緩嶽蒔  
筐慮熱田史鯵事  紅道府黒吐匿・栄養坊董 レセプt  

婆塗りつこtト畑は霹蕃■■纂市什摘l一手付置付什る零官の日短慮潤  
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生活習性鏑  基準絵糎  データソース   
舞最良電  

アウトカム  疾患受轟零  E血せ長生受】匿卒   豊著聞交（3年ごと）  

重症1ヒ・  

合併症  
丘血性心疾患受鍍牢   王者研董（8年ごと〉  

合併症牢   畿尿病に上る失明兜痘亭   社会権祉行政婁株曝書  
藍駄貞I；よる人工透析葡瀾礪入牢   8本透析E学会   

アウトカ▲  死亡串   6華中に上る死亡串   人口勤笹統計  
虚血性心疾患による死亡率   人口通塾瞳王†  

死亡  世坂井命   平均自立欄内   ♯遭府れ生命表（5年ごと）  レセプト  

6S昆、75象平均日立期問   軌道軒先生命裁（5年ごと）  レセプト  

（平均露命）   勧道腐集塵癖轟（5年ごと〉  

（65嵐、75瞳平均余命）   都道府県生命畏（5年ごと）   

（参考）上記に含まれなしヽr世鷹月本之1J代表目標額甘のうち、聖霞緒操として都道府象牡鹿増進計匝に位置付けるもの  

基準持株  データソース   
がん   がん往診愛鯵書蝕   回民生活さ磋王周査（3年ごと〉   

こころの牡鹿   白設有数   人口動塾銘打   
包の址康   8D之Dの人蝕   台村疾患芙正調董   

2．地域の実態の把捉（各都道府県における調査の実施）  

○ 各都道府県は、設定したそれぞれの目標項目について、地域の実情を踏まえた   
目標値を設定するため、国が提示する健康・栄養調査等マニュアルに基づき、国民  
健康・栄養調査の上乗せ調査等を実施し、地域の実態を把握する。   

（参考）新たに調査が必要と考えられる目標項目の例  

・内臓脂肪型肥率に着目した糖尿病等の有病卦予備群の数  
・職域や医療保険者の保健事業を含めた都道府県全体の  
健診受診率、′保健指導実施率  

3．地域の実情を踏まえた目標値の設定  

○ 国は、各都道府県における目標値の設定に資するよう、参酌すべき標準を示す。  
→18年度にとりまとめる確定版の計画改定ガイドラインに盛り込む予定。   

○各都道府県は、国が示す参酌標準を勘案し、地域の実情を踏まえた具体的な   
目標値を設定する。  

－99－   



4．関係者の役割分担と連携促進に向けた協議  

○ 都道府県が設定した目標値の達成に向け、管内の医療保険者、事業者、市町村  

その他の関係者が、   
①どのような役割分担で、   
②どのような取組をそれぞれが行い、  
③どのような連携方策を講じていくか、  

都道府県が総合調整機能を発揮し、関係者間で協議する。   

（保険者協議会における協議）   

○具体的には、まず、各医療保険者が、健診・保健指導に関する事業量や実施方策   
について検討する。その際には、例えば、被扶養者に対する健診・保健指導を医療保   
険者が連携して実施する方法等について、各都道府県単位で設置されている保険者   

協議会等の場を活用して調整する。  

＜保険者協議会の活動内容＞  

・各都道府県ごとの医療費の調査、分析、評価  
・被保険者に対する普及啓発・保健指導等の保健事業の共同実施  
・保値師、管理栄養士等のマンパワーに対する研修，保険者間の物的・人的資源の共同利用  
・各医療保険者間の効果的な保健事業に関する情報交換  
・外部委託先の民間事業者の評価  等  

（地域・職域連携推進協議会における協議）   

○ その上で、地域・職域連携推進協議会（17、18年度で全都道府県で設置予定）に  
おいて、保険者協議会の協議結果を踏まえ、   

①都道府県健康増進計画や各関係者ごとの事業兵施計画に位置付ける  

目標値   
（診各関係者が行う健診・保健指導全体の推進方策  

■保健師、管理栄養士等のマンパワーの育成方策  
・健診■保健指導のアウトソ「シング先となる民間事業者の育成方策  等   

（診各関係者が行う普及啓発事業の連携促進等の推進方策  

喀）市町村が中心となるポピュレーションアプローチと、医療保険者が中心  
となるハイリスクアプローチの連携の確保方策  

⑤生活習慣病予防施策と介護予防施策との連携方策  

等について協議する。  

→ 保険者協議会、地域・職域連携推進協議会における協議の進め方等については、18年直の  

いくつかの都道府県における準備事業の成果を踏まえ、更に検討。  
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○健診一保健指導については、内臓脂肪型肥満に着目し、糖尿病等の予備群等に対  

する保健指導を徹底するため、健診により生活習慣病の有病者‘予備群の確実な  
抽出を図るとともに、健診の結果を踏まえ、保健指導の必要度に応じて対象者を階層  
化した上で、効果的な保健指導を提供することが必要である。   
このため、動後付けの支援を含めた標準的な健診・保健指導のプログラムを現在  

検討中であり、これらの内容l享、今後国で示すこととする。  

○ 特に保健指導については、質を確保しつつ民間事業者の積極的な活用が今後求め  
られるが、国においてアウトソーシング基準を検討するほか、民間事業者の育成等に  
ついても、都道府県が中心となって総合的な対応を進める。  

○また、臥都道府県、医療保険者、関係団体等が連携し、保健師、管理栄養士、  
運動の専門家等に対する研修の計画的な実施を進めるほか、健診の精度管理の   
推進についても、都道府県が中■b的な役割を担う。 

○なお、ポピュレーションアプローチの推進等の観点から、地域・職域達痍推進協議会   
への地域住民や産業界の関係者の参加を図ることも必要である。  
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医療保険者による生活習慣病対策の取組  

○医療保険者く国保・披用看保険）に対し、40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする、内陸脂肪型肥満に  

着目した健診及び保健指導の事稟実施を義務づける．  

0 併せて、実施結果に関するデータ管理を義務づける。  

○各医療保険青の実施状況や成果を踏まえ．後期高齢者支援金の負担垣について、加算・減算を行う。  
（平成25年度より）  

○各医療保険者は、国の指針に従って計画的に実施する。（平成早0年度より）  

○健診によって発見きれた要保健指導者に対する保健指導の徹底を図る。→指針において明示  

0被用者保険の被扶養者等については、地元の市町村国保で健診や保健指導を受けられるようにする。  
→ 医療保険者は市町村国保等の他の医療保険者における事集提供を活用することも可能。   

（受用負担及びデータ管理は、利用者の属する医療保険者が行う．）  
→都道府県ごとに設置される保険者協漆会において、都道府県が中心になって、効率的なサービス提供  

がなされるよう、各医療保険者間の鵠整や助言を行う。   

○医瞭保険者は、健診結果のデータを有効に活用し、保健指導を受ける者を効率的に選定するとともに、   
事集評価を行う。また、被保段者・被扶養者に対して、健診等の結果の情報を保存しやすい形で提供する。   

※市町村国保等の健診事業等に対して、一部公費による支援措置を行う。  

医療保険者の特定健康診査等実施計画に盛り込む内容  

1．健診・保健指導の提供方法   

2．各年の対象人数の見込み   

3．費用、保険料の見込み   

4．医療費への効果の見通し   

5．未受診者等への勧奨方法   

6．目標数値  

①健診データ把握率  

②保健指導実施率  

③内臓脂肪型肥満に着目した糖尿病等の有病者t予備群の減少率  
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7．実績の評価  

○ 目標達成に向け、各主体の取組の進捗状況や目標の達成度について、都道府県  
が定期的に実態を把握した上で分析・評価し、計画の見直しに反映させる。（実績の  
評価についても、地域・織域連携推進協議会等の場を活用し、関係者の認識の共有  

化を図る。）   

○ 都道府県は、医療費適正化計画の作成■施策の実施に関して必要がある場合、  
医療保険者、医療捜関専の関係者に必要な協力を求めることができるほか、医療費  
適正化計画の進捗状況や実績の評価の実施上の必要により、医療保険者、医療  

楼閣等の関係者に必要な資料の提出の協力を求め、また、評価に基づき、医療  
保険者等に必要な助言・援助をすることができる旨の規定が医療制度改革関連法  
（高齢者の医療の確保に関する法律）に盛り込まれている。   
また、市町村が行うがん検診その他の健康増進事業についても、従来どおりこ都道   

府県及び国において、実施状況を把握することとができることとし、その旨の規定を   
健康増進法に新たに位置付けている。  

－103－   



18年度以降のスケジュール（イメージ）  

都道府県   国  

平成18年虔  ○いくつかの都道．府県での準備事業  ○標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）の  

の実施  策定（6月）  

0保健医療科学院における計画策定担当者の養成  

研修の実施（7月）  

○都道府県健康・栄養調査等の実施     0国民性康t栄養調査の実施（11月）  

○地域・戦域連携推進協議会の設置  0都道府県健康増進計画改定ガイドライン  
（確定版）の策定（参酌標準の提示等）（18年庭中）  

平成19年度  ○すべての都道府県での健康増進  ○標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）の  
計画の改定作美（※）   策定（19年虔当初目途）  

0各都道府県での計画改定の支援  

平成20年度  ○新しい健康増進計画の施行  

○医療雪道正化計画の施行  

（※）平成18年度までに計画改定を予定している場合又は平成20年度以降の計画改定を予定している場合、  
医療費適正化計画に関連する部分のみ一部追加・修正という形での対応も可。（詳細は次ページ参照）1   

既存の都道府県健康増進計画との関係  

L中間評価等に基づく計画改定を 18年度に予定している場金  

18年度の改定で今回新規に追加・修正すべき内容（内臓脂肪聖肥満に着目した糖尿病等の  
有病者・予備群の減少率、健診・保健指導の実施率の目標や、その実現に向けた施策等）の  
追加が難しい場合には、19年度にその内容を追加。   

210生唐以隆に改定を予定している場合   

（1）19年虔に前倒しで対応することが可能な場合  

新規に追加・修正すべき内容を含め、19年度に前倒しで対応。   

（2）19年度に前倒しで対応することが困難な場合  

19年度は新規に追加・修正すべき内容のみを対応し、20年度にその他の内容について  

対応。   

3．計画某月闇の扱いについて  

現行の都道府県健康増進計画は、22年度を計画の終期としている場合が多いが、①「健康   
日本21」の計画期間（22年産までの10年計画）、②医療費適正化計画の計画期間（20年度   
から24年度までの5年計画）の関係整理について、国において検討。  
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18年度におけるすべての都道府県における準備作業  

1．㈱巴握   

○地域の実態を踏まえた目標の設定のたあの調査の実施   
・内臓脂肪型肥満に着目した糖尿病等の有病者・予備群数、健診受診率、保健指導実施率  

寸等の関係者との連携株制づく〔   

○保険者協謹会の場等を活用した医療保険者との意見交換   
1市町村国保、健保組合、政管健保、共済組合等との間で、目標設定や保健師、管理栄養士  
等のマンパワーの育訃確保、民間事業者の活用方策等に関する意見交換  

○保健所を通じた市町村との連携強化   
・20年度以降に市町村が担う健康増進事業（普及啓発、健康相談やがん検診等）の推進  

方策についての意見交換   

3．20年度本格実施に向けた保健師．管理栄養士 等のマンパワーの育成   

○国や医療保険者、関係団体等における研修との連携の下、各都道府県における研修体制の  
充実   
・国や関係団体の本部等、中央レベルにおけるt」－ダーの育成と、都道府県や団体の都道府  

県支部等、地方レベルにおける実践者育成の連携  

20  

19年度におけるスケジュール（イメージ）  

都道府県   医療保険者、市町村等  

平成18年度  0地域・職域連携推進協議会の設置  

平成19年度  

→都道府県全休の目標、施策方針  

等の全体方針の詩論   ○医療保険者、市町村等各実施主体  

夏頃まで   それぞれの計画案の検討  
○地域t職域連携推進協議会 ′  

→各実施主休ごとの計画案を踏ま  

えた目標値等の決定、役割分担、  

連携方策の議論   

02次医療圏単位の協】撞会等で、そ  

れぞれの役割分担、連携方策を踏ま  

年末まで  ／えた各実施主休の計画内容の検討  

○地域・職域連携推進協議会  

→都道府県健康増進計画の策定  ○医療保険者、市町村等の各実施主  

年度末まで  体ごとの事業案施計画の策定  
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